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△ ▲

(1) 簡易な施工計画 9. 　工事完成時の提出図書等は、次により監督職員に提出する。 22. 工事標識 (3) 躯体は機械により解体する。　　　 (3.7.2)Ⅰ 工事概要及び範囲 工事完成時の提出図   受注者は、着工後速やかに公衆の見やすい場所に工事標識を掲示する
書等ｱ. (1) 完成図（解体後に設置する工作物がある場合に限り、次による。） (4) 基礎・杭その他は、騒音・振動等に配慮し撤去する。 (3.8.1)減点は、入札時に加点評価した簡易な施工計画の不履行が発生した場合で、入札時の評

価が下がる場合に減点する。1. 工 事 場 所 完成原図の陽画複写図（青焼き）八ッ折 工　　事　　標　　識 (5) 構内舗装等、地下埋設物及び埋設配管

▲

2. 解体する建築物の概要 ｲ. 減点数は、１項目当たり最大５点とする。 工  事  名 3. 基礎等の解体 (1)（位置図・配置図・設置した工作物図） 建築物、工作物等の土中解体範囲：図面に指定がない場合は、基
礎捨てコンクリート（砂利地業を除く）までとする。(1) 解体建物 ※　下記●は、工事対象範囲を示す。 ｳ. ・ 教育庁物件 １部 発  注  者 （注１）

入札参加者は発注者に対し、評価結果の理由について、落札者等の通知の日の翌日から
名　　　称 構造種別・階数 数　量 単位 備　考 起算して５日（休日を除く。）以内に書面により説明を求めることができる。なお、受 ・ 知事部局（道営住宅）の物件 １部 工 事 期 間 (3.10.1)

注者は工事着手時にも評価結果の確認をすることができる。㎡● ・ 知事部局（道営住宅以外）の物件 ２部 受  注  者 (2) 建築物解体に伴う地下埋設物（排水管・桝・電線管・給水管等）
の解体範囲：図面に指定がない場合は、建物周囲とする。○ ㎡ (2) 配置予定技術者 ・ その他の物件 ２部

△1
,
2
0
0

設  計  者
ｱ. 完成原図の陽画複写図（青焼き）を製本したもの １部 ○○○○○設計事務所 4. 杭の解体 (1) 杭の解体の有無 (3.8.2)減点は、交代した技術者の資格、継続教育の合計点が、入札時に評価した合計点より劣

り、評価が下がる場合に実施する。 完成図の第２原図Ａ３版（５０％縮小） １部 ○ 有[撤去範囲： * 図面による ］
工事監理者

* 知事部局（道営住宅）の物件は除く 無なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合におい
ても評価が下がれば減点する。 完成第２原図Ａ３版の陽画複写図（青焼き）を製本したもの ３部 ○○○○○現場事務所 (2) 解体方法（ ○ 引き抜き工法 ○ 破砕）工事 現 場  

連 絡 所名　　　称 構造 階数 型別 戸　数 延べ面積(㎡) 備　　考 ｲ. 減点数は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大４点とする。 設計原図の貸与 * 有り ○ 無し （電話）××局×××× (3) 杭の解体後は、地盤の安定性を維持するため山砂等の充填材を充
填すること。2DK (3) 地域社会貢献活動の不履行による減点 ＣＡＤデータの貸与 * 有り ○ 無し戸 ㎡

△

2LDK ｱ. 　※ＣＡＤデータの貸与有りの場合 1,350 5. 樹木等の処理 伐採伐根戸 ㎡ 申請のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に
○

減点する。3LDK 　　* 完成図ＣＡＤデータ及びＰＤＦデータ　　ＣＤ－Ｒによる。 　注１ ○ 移植 移植場所： * 図面による戸 ㎡ 設計又は工事監理を設計事務所に委託した場合、事務所名も併
せて記載する。計 ｲ. 減点数は、１項目当たり一律５点とする。 (2) 保全に関する資料（提出部数 * １部 ○ 部） ○ 監督職員の指示による戸 ㎡

△

2DK (3) その他、必要とする書類については、監督職員の指示による。 6. 整地・埋戻し・盛土 (1) 埋戻し・盛土は、次の材料で行うこと。 (3.11.1)戸 ㎡

△ ▲

2LDK ○施工実績審査タイプ 10. 高度技術・創意工夫 23. (1) 山砂 ○ 現場内の良質土 ○ 建設発生土受入戸 ㎡   受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に 暴力団員等による不   受注者は、暴力団員等による不当要求又は工事（業務）妨害（○
3LDK 1.責任の所在 関する事項について工事完了時までに所定の様式により提出することが 当介入を受けた場合 以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを ○ その他戸 ㎡

できる。 の対応 拒否しなければならない。
計 (2) 建設発生土受入場所（ ）戸 ㎡ 発注者が技術評価項目申請を適正と認めた場合においても、技術評価項目に係る施工に関す ▲

る受注者の責任は軽減されるものではない。2DK 11. 受入量 ?戸 ㎡ 北海道循環資源利用   また、不当介入があった時点で速やかに警察に通報するととも　本工事で発生する産業廃棄物が、道内の最終処分場に直接搬入される
促進税 に、捜査上必要な協力を行わなければならない。2LDK 2.技術評価項目に係る履行確認 場合、又は中間処理場に搬入される場合でも残さ等が発生し、最終処分 (3) 埋め戻し及び敷き均しの工法は、次のとおりとする。戸 ㎡

○ 場に搬出される場合は、循環税が課税されるので適正に処理する。
3LDK    (2) 埋戻し方法：各層３００㎜程度ごとに締固める。戸 ㎡ 配置予定技術者、地域社会貢献活動に係る技術評価項目については、工事完了時において履   受注者は、前記により警察へ通報を行った際には、速やかにそ△

行状況について確認を行う。 の内容を監督職員に報告しなければならない。計 12. 　 ブルドーザによる押土程度： １５ｔ ○ ３ｔ戸 ㎡ 自主施工期間の施工 　自主施工期間中は、低温時施工により品質管理上支障の起こす恐れの
  条件 ない工種は、これを積極的に活用できる。(2) 解体附帯施設等 ※　下記●は、工事対象範囲を示す。 3.技術評価項目に係るペナルティ    (3) 盛土の高さ： ○ 現状GL+ ｍ ○ 図面による

  受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより、工 △

名　　　称 品　　種 規格 数　量 単位 備　考 程に遅れが生じる等の被害が発生した場合は、監督職員と協議す 7. 建築設備の解体 　オイルタンク、オイルサービスタンク及び油管は、洗浄・中和し、洗技術評価項目について、請負人が自らの責により加点評価された技術評価項目を遵守するこ 　ただし、工法等を監督職員と十分協議の上、施工するものとする。 るものとする。 浄水・スラッジは、廃油として処理すること。１○ 　とができない場合は、工事施行成績評定評点採点表の評定点合計から減点するものとし、そ 　

▲ ▲の内容は次のとおりとする。
○ 13. 季節労働者などの雇用 24.　工事施工に際しては、職業安定機関と密接な連携を図り、季節労働者 重点的な監督業務の 　公共工事の品質確保のために、重点的な監督業務の対象工事に指定さ

などの雇用の拡大に努める。 実施 れた場合は、「建設部建築局営繕工事重点監督実施要領」を適用する。○ ● 第 ４ 章 建設廃棄物の処理なお、受注者の責によらない場合とは、自然災害又は特別な事情がある場合をいい、この場 ▲

合は、発注者及び受注者が別途協議して決定する。 　下請負人及び資材業者に対する支払いは現金払いとし、やむを得ず手○ 　 14. 　 　なお、対象工事に指定した場合は、別途文書により通知する。下請負人等への支払
形払いとする時は、当該手形期間を短く(９０日以内）するよう努める

いの適正化○ (1) 配置予定技術者 項　　　目 特　　　記　　　事　　　項。▲

3. 建物の解体後に設置する工作物等（塀、柵等） ※　下記●は、工事対象範囲を示す。 ｱ. 15. 現場環境改善 　魅力ある建設工事を推進するため、工事現場の環境改善に努める。 ● 第 ２ 章 仮　設　工　事減点は、交代した技術者の資格、継続教育の合計点が、入札時に評価した合計点より劣 ▲ ▲
り、評価が下がる場合に実施する。名　　　称 品　　種 規格 数　量 単位 備　考 　 16. 建設業退職金共済制度 1. 再資源化等 (1)   再資源化を図るもの（特定建設資材廃棄物） (4.4.1)　工事現場には「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を

掲示する。○ 項　　　目 特　　　記　　　事　　　項 種    類 コンクリート塊なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合におい ▲

ても評価が下がれば減点する。○ 17. 発生材の処理等 【 十勝 】 総合振興局（振興局）管内
　明示している処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運 ▲ 処分場所

○ ｲ. 減点数は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大４点とする。 搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定しているが、処理施設場所を 1. 　片道運搬距離監督職員事務所監督職員事務所及び
指定するものではない。 備品等○ (2) 地域社会貢献活動の不履行による減点 ○ 設ける ● 設けない 種    類 アスファルト・コンクリート塊

○ ｱ. （ ○ 10㎡ ○ 20㎡ ○ 35㎡ ○ 65㎡ ○ 100㎡ ）程度 【 十勝 】 総合振興局（振興局）管内申請のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に 　受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場
処分場所

減点する。 合においても設計変更の対象としない。4. 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律の対象の有無 有 ○ 無 備品は次に掲げるものの中から監督職員との協議による。

5. 指定部分工事 　　　　ｲ. 減点数は、１項目当たり一律５点とする。 種    類 建設発生木材 ただし、異なる処理施設となった理由が受注者の責によるものでない 机・椅子・書棚・黒板・寒暖計・ゴム長靴・雨合羽・保護
と判断される場合は、設計変更の対象として扱う。図面参照(1) 工事範囲 帽・懐中電灯・安全帯・請負者加入電話の子機・衣類ロッ 【 十勝 】 総合振興局（振興局）管内

処分場所カー・　暖房機器・消火器・湯沸器・掃除機
(2) 指定工期 契約日より まで (1) 　片道運搬距離 （ ㎞）● 第 １ 章 一般共通事項   発生材のうち、引き渡しを要する範囲は次により、監督職員の ▲

指示する方法及び位置に堆積、整理し所定の発生材報告書により 2. 工事用便所 * 設ける (2)   その他の発生材 (4.4.4)

▲監督職員に報告する。
項　　　目 特　　　記　　　事　　　項 3. 工事用水 　構内既存の施設 ○ 利用できる（ * 有償 ○ 無償） 種    類 ガラス・陶器くず類Ⅱ 各　工　事

●  引き渡しを要する範囲： * 利用できない 処理区分 中間処理 最終処分

△ ▲

1. 1. 道産材等の優先使用 (2)   受注者が処分する有価物の範囲は次による。 4. 工事用電力 　構内既存の施設 ○ * 有償 ○ 無償） 【 十勝 】 総合振興局（振興局）管内　本工事に使用する主要資材は、道産資材及び北海道認定リサイクル製
　図面(工事数量総括表を含む)及び、この特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土 処分場所

品を使用するよう努めること。（木材及び木材製品は除く。） 　有価物の範囲： * 　片道運搬距離 （

△

公共建築改修工事標準仕様書　平成28年版（各工事編）」、「建築物解体工事共通仕様書　 2. 環境への配慮 (1) 環境物品等の調達   なお、有価物は、次の登録又は許可業者で処分すること。 5. 指定仮設 * 仮設計画図による。 種    類 廃石膏ボード

▲

●①　廃棄物再生事業者登録（知事登録） 6. 騒音・粉塵等対策 (1) 処理区分 中間処理 最終処分　建物を解体するに当たり、騒音及び粉塵等の対策のため、次の  本工事の資材等に係る環境物品等の調達は、北海道グリーン購
とおり養生を行う。2. 特記事項の適用については次による。 入基本方針に基づく平成２４年度環境物品等調達方針により行う ②　金属くず商許可業者（警察許可） 【 十勝 】 総合振興局（振興局）管内

△ 処分場所よう努める。
ｲ. 章は○印を、項目は 印を塗りつぶしたものを適用する。 　なお、シート類は、防炎処理（防炎２類）されたものとする。 　片道運搬距離 （  また、搬出を行った場合は、受入伝票又はマニュフェスト伝票

等、及び許可書等の写しを監督職員に提出すること。ﾛ. 対象 区分 設置範囲及び高さ 種    類 廃内装材（混合廃棄物）特記事項は○印を塗りつぶしたものを適用し、塗りつぶしのない場合は * 印をつけたも   同調達方針の公共工事の配慮事項「資材の梱包及び容器は、可
のを適用する。 ●能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷軽減 (3) ○ 　防音パネル 処理区分 中間処理 最終処分　上記外のものの処理は、４章「建設廃棄物の処理」及び５章「

に配慮されていること。」に留意すること。 特別管理産業廃棄物等の処理等」による。ﾊ. 特記事項で○印を塗りつぶしたものと、 *  印のつけたものがある場合は、共に適用する。 ○ 　防音シート * 図面による 【 十勝 】 総合振興局（振興局）管内

△ 処分場所
ﾆ. 特記事項に記載の（　）内表示番号は、標準仕様書の該当項目、該当図又は該当表を示す。 3. 地域材の優先使用 (4) ○ 　メッシュ金網 　片道運搬距離 （  建設廃棄物の収集・運搬は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受　本工事に使用する木材または木材を原料とする資材を使用する場合は

けた者とする。3. この特記仕様書に施工部位の記載のないものは図面によるものとする。 、地域材を優先的に使用することとし、使用した材料の種別、産地等を ● 　養生シート 種    類 廃プラスチック類

▲監督員に報告すること。
4. 関係法令等 7. 足場 処理区分 中間処理 ● 最終処分  当該運搬車には、次に掲げる表示を行い、建設省令で定める書 　足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」

面を備え付けること。 について」（厚生労働省平成21年4月策定）の「手すり先行工法等に関(1) 　地域材とは、道内の森林で産出され、道内で加工された木材をいう。 【 十勝 】 総合振興局（振興局）管内　受注者は、工事の施工に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、必要に応じて次の関係 △ するガイドライン」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時 処分場所
法令等に従い手続き等を行い、工事を適切に施工すること。 4. 合法木材の使用  産業廃棄物収集運搬車 　片道運搬距離 （　木材又は、木材を原料とする資材を使用する場合は、間伐材や合法性 及び使用時には、常時、すべての作業床について手すり、中さん及び幅

の証明された材を使用すること。 木の機能を有するものを設置しなければならない。・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という）  業 者 名　　　 (　○　○　○　○　○　) 種    類 廃グラスウール

△

・ 建設工事に係る再生資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という）  許可番号　　　　　×　×　×　×　× 8. 安全誘導員 処理区分 中間処理 ● 最終処分　建設機械及び車両等の出入りの際には、出入口に交通誘導員を配置し　また、木材の合法性の証明は、「木材・木材製品の合法性、持続可能
、一般通行者及び一般車両の安全を図ること。・ 資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「リサイクル法」という） 【 十勝 】 総合振興局（振興局）管内性の証明のためのライドライン」（平成１９年２月林野庁）に準拠し、

処分場所
資材納入業者から証明を受けるとともに、証明書類を工事完了年度から・ (5) 　なお、交通誘導員配置位置及び設置日数は、次による。 　片道運搬距離ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別処置法　　　　　　　　　　
起算して５年間保存すること。   「建設リサイクル法」対象工事及び「リサイクル法」で定めら

　　　　（以下「ＰＣＢ特別措置法」という） 位置：図面による。　　　設置日数： 種    類 金属くずれた次の資材の搬入、副産物の搬出がある工事は、工事着手時に▲

再生資源利用・利用促進計画書を提出し、また、工事完了時に再 ●・ 5. 工事写真 誘導員詰所：( ○ 設ける 設けない） 処理区分 中間処理 最終処分特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律　　　　　　　　　 　工程写真及び完成写真は、北海道建設部監修営繕工事記録写真撮影要 ▲生資源利用・利用促進実施書を提出すること。
　　　　（以下「フロン回収破壊法」という） 領による。 9. 清掃員 【 十勝 】 総合振興局（振興局）管内　建設機械及び車両等の出入りの際には、適宜作業員を配置し、 処分場所

・ ダイオキシン類対策特別措置法 6. 技能士 (1) 　片道運搬距離 （敷地外の道路等を泥等で汚した場合には、速やかに清掃を行うこ　技能士の適用は次の職種とし、従事する技能士の氏名・職種及  リサイクル法で定められた一定規模以上の工事　　　　　　　　
と。び資格を記載した書面により監督職員に報告する。 　　　（次表の一つでも該当するもの）・ 労働安全衛生法 種    類 石綿スレート

△

・ 大気汚染防止法 ・ 再生資源利用計画書 10. 環境測定等 (1) 建設作業騒音レベル測定（ ○ 行う ○ 行わない） 処理区分 中間処理 ● 最終処分　ただし、作業の軽微なものは、監督職員との協議により省略す
ることができる。・ 騒音規制法  次のような建築資材を搬入する工事 測定方法：　JIS Z 8731の方法に準ずる ○ 【 十勝 】 総合振興局（振興局）管内

処分場所
・ 振動規制法 　＜職種＞ とび 土　　　砂 １，０００ｍ3以上 測定時期： * 監督職員の指示による 　片道運搬距離 （

・ 水質汚濁規制法 (2) 砕　　　石 ５００t 以上 （ 日間 ヶ所） 種    類 木毛板
　技能士は、職業能力開発促進法による１級、２級若しくは単一

・ 石綿障害予防規則 加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ２００t 以上 ○ 図示による 処理区分 中間処理 最終処分●等級の資格を有し、地域技能士会の発行する資格証明書又は、技
能検定合格書の写し或いは、技能士手帳の写しを上記（１）の書・ 特定化学物質等障害予防規則 ・ 再生資源利用促進計画書 (2) 建設作業振動レベル測定（ ○ 行う ○ 行わない） 【 十勝 】 総合振興局（振興局）管内
面に添付する。 処分場所

（　片道運搬距離(2)  次のような指定副資産物を搬出する建設工事 測定方法：　JIS Z 8735の方法に準ずる ○ ㎞）
　受注者は、「建設工事公衆災害防止対策要綱　建築工事編」及び「建築物の解体工事におけ

畳る外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」を遵守し、災害防止に努める (3) 土　　　砂 １，０００ｍ3以上 測定時期： * 監督職員の指示による 種    類  技能士は、適用する工事作業中、１名以上の者が自ら作業する
こと。

とともに、他の技能者に対して、施工品質の向上を図るための作 コンクリート塊 合計 （ 日間 ヶ所） 処理区分 中間処理 最終処分●
業指導を行う。

5. 本工事における工事監理業務委託の有無 有 * 無 ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 ２００t 以上 ○ 図示による 【 十勝 】 総合振興局（振興局）管内

▲ 処分場所
6. 工事に係る留意事項及び施工条件は、次のとおりとする。 7. 建設発生木材 　片道運搬距離施工中の安全確保及   受注者は、標準仕様書に定められた安全確保及び環境保全等のほか、

び環境保全 特に次の事項に留意し、工事現場の事故防止に努める。 アスファルトルーフィング(6) 種    類● 第 ３ 章 解　体　施　工  発生材の処理に関し、変更が生じる場合は、別途、監督職員と
協議すること。(1) 　労働者の安全衛生教育の徹底を行う。 処理区分 中間処理 最終処分●

△

(2) 　工事現場の安全パトロールの励行を行う。 18. (1) 項　　　目 特　　　記　　　事　　　項 【 】 総合振興局（振興局）管内公共工事労務費調査
  本工事が北海道の実施する公共事業労務費調査の対象工事とな 処分場所

に対する協力(3) 　建設機械器具などの危害防止処置の徹底を行う。 (3.2.1) 　片道運搬距離 （った場合、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し北海道 ▲

に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工(4) 　第三者に災害を及ぼしてはならない。 1. 事前措置 (1) 種    類　特別管理産業廃棄物等がある場合は、５章「特別管理産業廃棄事の工期経過後においても、同様とする。
●(5) 　公害防止に努める。 物等の処理等」及び６章「アスベスト含有建材の除去等」による 処理区分 中間処理 最終処分

除去及び回収を行う。
(6) (2) 【 】 総合振興局（振興局）管内  善良な管理者の注意をもってしても、災害又は公害の発生の恐

  調査票等を提出した事業所を北海道が事後に訪問して行う調査 処分場所
れがある場合の処置は、監督職員と協議する。 (2) 　片道運搬距離 （ ㎞）（中島興業） 19.5・指導の対象に受注者がなった場合、受注者は、その実施に協力 　建築物等の解体に先立ち、各種設備の供給が停止していること▲

しなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同 を確認すること。8. 交通安全管理 種    類　受注者は､工事の施工中の交通事故防止のため交通安全管理に努め､次 様とする。　　　
の事項を遵守する。 (3) 　ガス管は、供給者と協議の上、処理すること。 処理区分 ○ 中間処理 ○ 最終処分

(1) (3) (4) 【 】 総合振興局（振興局）管内Ⅲ 総合評価方式による必要事項 　着工するに当たり、出来るだけ速やかに工事の施工中の交通安   公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等 　給水管は、給水本管の分水部分の閉止とし、水道事業者及び道
処分場所

全管理計画を策定し監督職員に提出する。 の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等に従って就業規制 路管理者と協議の上処理すること。 　片道運搬距離 （ ㎞）
を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用し

技術評価項目申請書について (5) 　引き込み電気は、施設管理者と打ち合わせの上、処理すること。 種    類ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければな
　なお、計画の策定は資材搬出入運行路線・点検体制・その他車

らない。   (6) 処理区分 ○ 中間処理 ○ 最終処分両運行に係る安全対策等について道路管理者及び管轄警察署等と 　電話線の処理は、施設管理者と打ち合わせの上、通信事業者に
十分な事前協議を行い、以後も常に連絡を密にとりながら適切な 依頼すること。○施工計画審査タイプ　 　 (4) 【 】 総合振興局（振興局）管内
処置を講じるものとする。   受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合、受注 処分場所

1.責任の所在 　 (7) 　片道運搬距離 （ ㎞）者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以 　排水管・排水槽類、浄化槽・衛生陶器類は、汚物の抜取り及び
降の下請負人を含む。）が前３項と同様の義務を負う旨を定めな 次により洗浄・消毒を行うこと。(2) 種    類発注者が技術評価項目申請を適正と認めた場合においても、技術評価項目に係る施工に関す 　常に下請負人も含め工事施工中の交通安全管理状況の把握に努 ければならない。

る受注者の責任は軽減されるものではない。 め、管理状況を適宜監督職員に報告する。 洗浄： 処理区分 ○ 中間処理 ○ 最終処分屋外配管及び桝は、洗浄圧力１０ＭＰａ、吐出量１０▲
０Ｌ／ｍｉｎ以上で高圧洗浄を行う。2.技術評価項目に係る履行確認 (3) 19. 工事実績情報の登録 【 】 総合振興局（振興局）管内　工事に関連して交通事故が発生したときは速やかに監督職員に

　受注者は、受注時、変更時及び完了時に(１０日以内)工事実績情報シ 処分場所
報告する。 　片道運搬距離 （ ㎞）簡易な施工計画、配置予定技術者、地域社会貢献活動に係る技術評価項目については、工事 ステム（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、「工事カルテ」を作成し、監督職員 屋外配管及び桝以外は、洗浄圧力７ＭＰａ、吐出量２

完了時において履行状況について確認を行う。 の確認を受けた後に、（財）日本建設情報総合センターに登録申請しな ５Ｌ／ｍｉｎ以上で高圧洗浄を行う。(4) 種    類　運送には、適法業者を選定するなどして、過積載又は過労運転
ければならない（ただし、請負代金額５００万円以上２，５００万円未

等に伴う交通事故防止に努める。3.技術評価項目に係るペナルティ 消毒： 洗浄後に行う。 処理区分 ○ 中間処理 ○ 最終処分満の工事については、受注時のみ登録するものとする。）。また、同セ (消毒剤(次亜塩素酸ナトリウム溶液
ンター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に、提出しなけれ )濃度１００ｍｇ／Ｌ以上)(5) 　 【 】 総合振興局（振興局）管内　建設機械（ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ,ﾊﾞｯｸﾎｳ等）は、排出ガス対策型を使用し技術評価項目について、受注者が自らの責により加点評価された技術評価項目を遵守するこ ばならない。（対象工事：請負代金額５００万円以上の全工事） 処分場所

、かつ、低騒音型の車両を使用すること。とができない場合は、工事施行成績評定評点採点表の評定点合計から減点するものとし、そ 　 消毒後、３０分以上放置する。 　片道運搬距離 （ ㎞）

▲ ▲の内訳は次のとおりとする。
20. 施工体制台帳の整備 2. 解体方法等 　分別解体を行うこととし、解体手順及び方法は、次による。 (3.3.1)

　建設業法に基づく施工体制台帳を作成し、施工管理体制に関する事項
を監督職員に提出しなければならない。（対象工事：工事１件の請負代なお、受注者の責によらない場合とは、自然災害又は特別な事情がある場合をいい、この場 　ただし、解体施工の技術上これにより難い場合は、手順を変更し、監
金額が２００万以上の工事）合は、発注者及び受注者が別途協議して決定する。 督職員に報告する。

▲

21. (3.4.1)(3.5.2)施工調査 (1.4.1)

(1) 設備機器及び内・外装材を人力（監督職員と協議のうえ必要に応　着手に先立ち、施工計画作成のための調査を行い、調査には、
じて機械併用）により撤去する。３章「解体施工」以降の各章による施工調査の調査事項を含める

ものとする。 (2) 屋根葺き材等の解体； ○ 人力　　● 機械併用　　 (3.6.1)

解 体 工 事 特 記 仕 様 書 （ 1）
芽室町ふれあい交流館解体工事 2020.12.01

2031

北海道河西郡芽室町東２条２丁目１５－１、１９番地

芽室町ふれあい交流館 1,243.02

キューピクル 基

浄化槽

地下オイルタンク

地下オイルタンク

１ 基

基１

１ 基

●

令和３年　　月　　日

（実質　現場乗込みは、令和３年６月　日以降となる）

交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書　平成31年版（各工事編）」、「

平成31年版」及び、「北海道建設部土木工事共通仕様書（令和元年度版）」による。

芽室町企画財政課公共施設マネジメント係

芽室町企画財政課公共施設マネジメント係

●

●

●

令和　年　月　日～令和　年　月　日

●

●

（岩佐） （　6.0㎞以下）

6.0㎞以下）　片道運搬距離（高島コンクリート工業）（

（エコクリーン）

（旭ヶ丘農場長寿園）（31.5

19.5 ㎞以下）

（マテック） 6.0 ㎞以下）

19.5 ㎞以下）

㎞以下）

（エコクリーン）

（エコクリーン）

　6.0

19.5

㎞）ｋｍ以下）

ｋｍ

ｋｍ以下）ｋｍ以下）

㎞以下）

（　　　　）

19.5（中島興業）

（北海道エコシス）

19.5

6.0

㎞）㎞以下）

6.0㎞以下）

（北海道エコシス）

（マテック） （ 6.0 ㎞以下）

（マテック） 6.0 ㎞以下）
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項　　　目

第 ４ 章 建設廃棄物の処理

特　　　記　　　事　　　項

△

2. 処理に注意を要する
建設廃棄物

○

○

○

木造建築物を解体する場合

処理区分

処分場所

ひ素・ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

処理区分

処分場所

その他

種    類

処理区分

処分場所

種    類

処理区分

処分場所

　ＣＣＡ含有調査を実施し、含有が確認された場合は、監督職
員と協議の上、適切に処理すること。

　ひ素・カドミウム含有調査を実施し、含有が確認された場合
は、監督職員と協議の上、適切に処理すること。

【

　片道運搬距離

【

　片道運搬距離

【

　片道運搬距離

【

　片道運搬距離

*

○

○

○

中間処理

製造者

中間処理

中間処理

】

】

】

】

総合振興局（振興局）管内

総合振興局（振興局）管内

総合振興局（振興局）管内

総合振興局（振興局）管内

○

○

○

（

最終処分

（

最終処分

（

最終処分

（

㎞）

㎞）

㎞）

㎞）

(4.5.1)

項　　　目

△

1.

2.

3.

第 ５ 章

施工調査

特別管理産業廃棄物
の処理等

特殊な建設副産物の
回収及び処分

特別管理産業廃棄物等の処理等

特　　　記　　　事　　　項

　特別管理産業廃棄物等の分析調査は、次による。

　なお、廃石綿等の処理は、６章「アスベスト含有建材の除去等」によ
る。

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

　特殊な建設副産物の回収及び処分は、次による。

①

②

③

④

ＰＣＢ含有機器類

変圧器

コンデンサ

蛍光灯器具の安定器

その他

ＰＣＢ含有シーリング材

部　位

ダイオキシン類

部　位

部　位

その他の特別管理型産業廃棄物等

部　位

部　位

ＰＣＢ含有機器類等は、ＰＣＢの飛散、流出等がないように適切
な容器に収めること。

なお、保管場所は、次による。

○

臭気リチウム水溶液等

処理区分

処分場所

鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の電解液

処理区分

処分場所

その他

種    類

処理区分

処分場所

種    類

処理区分

処分場所

種    類

受 入 先

種    類

受 入 先

種    類

処理区分

処分場所

種    類

処理区分

処分場所

種    類

処理区分

処分場所

種    類

処理区分

処分場所

同一敷地内に保管

保管場所：

運搬方法：

敷地外に保管

住　　所：

保管場所：

運搬方法：

【

　片道運搬距離

【

　片道運搬距離

【

　片道運搬距離

【

　片道運搬距離

小型二次電池

イオン式煙感知器

【

　片道運搬距離

【

　片道運搬距離

【

　片道運搬距離

【

　片道運搬距離

*

○

○

○

○

○

○

○

○

メーカー引き渡し

メーカー引き渡し

○

○

○

○

施工業者による運搬

施設管理者による運搬

ＰＣＢ運搬許可業者

施工業者（施設管理者を同乗）が運搬

その他

製造者

中間処理

中間処理

中間処理

中間処理

中間処理

製造業者

製造業者

】

】

】

】

】

】

】

】

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

総合振興局（振興局）管内

総合振興局（振興局）管内

総合振興局（振興局）管内

総合振興局（振興局）管内

総合振興局（振興局）管内

総合振興局（振興局）管内

総合振興局（振興局）管内

総合振興局（振興局）管内

要調査

要調査

要調査

要調査

要調査

要調査

調査済；レベル

要調査

調査済；レベル

要調査

調査済；レベル

要調査

調査済；レベル

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

専門業者

（

（

最終処分

（

最終処分

（

最終処分

（

最終処分

（

回収業者

（

販売業者

（

調査済

調査済

調査済

調査済

調査済

(

㎞）

㎞）

㎞）

㎞）

㎞）

㎞）

㎞）

㎞）

km)

(5.1.3)

(5.4.3)

(5.4.1)

●

項　　　目

1.

2.

3.

第 ６ 章

施工調査

アスベスト粉じん濃
度測定

除去工事共通事項

アスベスト含有建材の除去等

特　　　記　　　事　　　項

　アスベスト含有建材の施工調査は、次による。

　なお、施工調査の結果、設計図書と異なる場合は、監督職員と協議す
る。

　アスベスト粉じん濃度測定は、次による。

(1)

(2)

(3)

○

　施工範囲の出入口に、「アスベスト作業主任者名と職務の内容、関
係者以外立入禁止、喫煙・飲食の禁止、アスベスト作業中等」の表示
を行う

　また、アスベストの有害性、取扱上の注意事項、使用すべき保護具
の掲示を行う　

　なお、掲示の種類は、次による　

含有調査：

含有調査済：含有建材等は、図面による。

濃度測定：

作業主任者

　アスベスト含有建材の除去は、石綿作業主任者技能講習又は、
平成１８年３月以前の特定化学物質等作業主任者技能講習を修了
した者のうちから、アスベスト作業主任者を選任し、必要な管理
を行わせる。

除去作業者

　アスベスト含有建材の除去に従事する作業者（以下「除去作業
者」という）は、石綿障害予防規則に基づく特別教育を受けた者
とする。

　また、除去作業者は、一般健康診断、石綿健康診断、じん肺健
康診断を受診した者とし、肺機能に異常がない者とする。

表示及び掲示

調査部位：

分析方法は、JIS A1481「建材製品中のアスベスト含有率測定
法」とする。

ヶ所

ヶ所

(6.1.3)

(6.1.4)

(6.2.2)

(6.2.3)

(6.2.4)

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

当現場では、（　　　）労働基準監督署へ

□

□

届出年月日

届出内容

(石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の内容)

労働安全衛生法第88条第4項（労働安全衛生規則第90条第5号の2）の規定による計画の届出

石綿障害予防規則第5条第1項の規定による作業の届出

を行っています　

①　吹き付け等届出対象の場合の掲示

作業期間

（ 　氏　　 名　 ）　を石綿作業主任者に選任しています　

石綿に係る特別教育を受講した者が作業を行っています　

また、北海道知事（　　　）へ

□

届出年月日

届出者住所

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

　石綿障害予防規則に基づき、当現場では適切な石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛
散防止対策を行っています

石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の内容

大気汚染防止法第18条第15項の規定による作業の届出を行っています　

②　成形板等の届出の必要が無い場合の掲示

届　出　先

届出者氏名

施工事業者名：

現場責任者氏名：

連絡先：

作業期間

石綿のばく露防止措置及び石綿粉じんの飛散防止措置の概要:

4.

（ 　氏　　 名　 ）　を石綿作業主任者に選任しています　

石綿に係る特別教育を受講した者が作業を行っています　

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

　石綿障害予防規則に基づく石綿の使用の有無の調査を行った結果、当現場では石綿を使用
しておりません

調査方法

（調査年月日）

施工事業者名：

現場責任者氏名：

連絡先：

アスベスト含有吹付
け材の除去等

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

③　アスベスト含有建材を使っていない場合

　除去作業者は、作業内容に応じた呼吸用保護具、保護めがねを使用
するとともに、アスベストが付着しにくく、付着したアスベストが容
易に除去できる作業衣又は、保護衣を着用する。

　除去したアスベスト含有建材を搬出するまでの間、現場に保管する
場合は、一定の保管場所を定め、他の内装材と分別して保管するもの
とし、シートで覆う等、飛散防止措置を講ずる。

　また、保管場所には、アスベスト等の保管場所であることの表示を
行う。

　除去作業が終了後、高性能真空掃除機で、床等を清掃する。

　また、工事監督員の立会の上で、除去が十分行われていることを目
視確認を受ける。

保護具・保護衣

除去したアスベスト等の保管及び運搬

確認及び後片付け

処理を行う吹付け材の種類及び処理方法

種類；

種類；

処理方法は、「道有施設の吹付けアスベスト対策工事仕様書」に
よる。

除去したアスベスト含有吹付け材等の処理は、次による。

*

汚染物等

　隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真
空掃除機フィルタ、除じん機フィルタは、密封処理（二重袋梱包
）とする。

処理方法；

処理方法；

（処理を行う範囲は図示による）

密封処理(二重袋梱包)

*

*

作業期間

除去

除去

○

○

施工事業者名：

現場責任者氏名：

連絡先：

封じ込め

封じ込め

○ セメント固化

○

○

囲い込み

囲い込み

(6.3.2)

△

　

5.

6.

7.

アスベスト含有保温
材等の除去

アスベスト含有成形
板の除去

除去したアスベスト
含有建材等の処分等

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

除去する保温材等の種類及び処理方法

種類；

種類；

作業場の隔離

　アスベスト含有保温材等の除去は、粉じん飛散抑制剤により湿
潤化した後に、手ばらしとする。

　除去した保温材等の処理方法は、密封処理（二重袋梱包）とす
る。

除去する成形板の種類

　除去した成形板の集積及び積み込みは、高所より投下しないこ
ととのほか、粉じんの飛散防止に努める。

　破砕された成形板は、湿潤化の上、丈夫なプラスチック袋に入
れる等飛散防止の措置を講ずる。

　密度0.5g/cm3以下で、石綿含有率0.1重量％を超えて含有して
いる窯業系建築廃材は、特別管理産業廃棄物「廃石綿」に準じた
処理方法とする。

処分等

種    類

処理区分

受 入 先

住  　所

種    類

処理区分

受 入 先

住  　所

処理方法；

処理方法；

○

○

○

○

掻き落し

掻き落し

*

中間処理

中間処理

行う

○

○

破砕

破砕

○ 行わない

○

○

○

切断

切断

最終処分

（

最終処分

（ ㎞）

(6.4.1)

(6.4.1)

(6.4.2)

(6.5.2)

(6.5.2)

(6.5.3)

項　　　目

1.

第 ７ 章

区　　　分

概数等発注

そ　の　他

特　　　記　　　事　　　項

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

次に示した数量は概数であり、必要に応じて設計変更するものと
する。

なお、設計に対して過大なでき形数量に変更するものではないこ
とに留意すること。

この工事においては、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成
及び工事数量の算出）を受注者に行わせることがある。

概数として取り扱っている事項の施工に当たっては、施工前に監
督職員と協議すること。

なお、数量の確認ができない場合を除き、施工前に数量を確定す
ること。

概数として示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出
したものであるため、取り合い等によって新たに必要となる項目
についても概数として取り扱うことがある。

概数

ｱ.

ｲ.

工事数量総括表細目別内訳の備考欄に「概数」又は「概」と表
示された項目・数量

次の項目・数量

設計数量（単位）

積込･運搬量 処分量 積込･運搬量 処分量

石綿のばく露防止措置及び石綿粉じんの飛散防止措置の概要:

○

▲

▲
▲

●

アスベスト含有建材

調査部位：）日本建築センター仕様書による。（事前・作業中・作業後）

岩綿吹付け材

▲

（注）

解 体 工 事 特 記 仕 様 書 （ 2）
芽室町ふれあい交流館解体工事

2031

2020.12.01

１０２

●

▲

●

令和　 年　 月　 日～

令和　 年　 月　 日

令和　 年　 月　 日(表示日)

令和　 年 　月　 日

令和　 年　 月　 日～

令和　 年　 月　 日

令和　 年　 月　 日(表示日)

令和　 年　 月　 日～

確定数量（単位）

令和　 年　 月　 日

令和　年　月　日（表示日）

△

令和　　年　　月　　日

受講した特別の教育：○○の実施した講習(令和　年　月受講)

（キューピクルのＰＣＢ含有検査を行う）

*　建物解体後の埋め戻しも含む。

*　廃油コンテナーの移動は、監督官の指示による。

＊　厨房機器類は、金属処分等に含む。

＊　高圧受電キュービクルの処分も含む。

（ＰＣＢ含有の場合は、処分費も見込む）

●

▲

種類：床　塩ビタイル

種類：天井　ケイカル板

種類：軒天　ケイカル板

北海道エコシス ６０.０㎞以下）

中川郡豊頃町安骨389外

●

▲
▲

●

受講した特別の教育：○○の実施した講習(令和　年　月受講）
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ビニルクロス張り

構造一級建築士 設備一級建築士一級建築士

第      号
SCALE

設計図

TITLE検図 担当

第      号

法適合設計者 (確 認者)

第      号

印 印 印

設計者管理 建築士 DRAWING NO.

DRAWING DATE.

BUSINESS NO.○○　○○

一級建築士

DRAWING NAME一級建築士事務所　北海道知事登録  （十 ）第115号

帯　広　事　務　所

仕　上　表

外　部　仕　上　表

個所
区分

壁根 　 廻　 り

（一般部）

仕
　
　
　
　
　
上

本 体

区    分

内　部　仕　上　表

階

１Ｆ

巾　木 壁 天     井Ｈ 備　　　　　　　考

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

６０
ＬＧＳ下地

区    分階 巾　木 壁 天    井Ｈ 備　　　 　　　　 考床

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

ビニル巾木
ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

ビニル巾木
ＬＧＳ下地

ビニル巾木
ＬＧＳ下地

ビニル巾木
ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

１００

作業 訓練室

社会福祉協 議会事務室

前 室

ボイラー室

食 品 庫

ＲＦ

コンクリート直均シ下地

２Ｆ

控 室

通 路

ミカゲ石 ジプトン

８０
ジプトン

ジプトン

モルタル下地

複層塗材吹付仕上

複層塗材吹付仕上　　モルタル下地

一部　ミカゲ石
木製巾木

ビニル巾木

木製巾木

１００

８０

一部　ビニル巾木 モルタル下地

複層塗材吹付仕上 ジプトン

８０木製巾木
複層塗材吹付仕上

モルタル下地

ジプトン

８０木製巾木
複層塗材吹付仕上

石膏ボード下地

モルタル下地

間仕切

外壁面・柱

ジプトン

１００
ジプトン

ジプトンビニルクロス張り

ビニルクロス張り

ビニルクロス張り

石膏ボード下地

石膏ボード下地

複層塗材吹付仕上

石膏ボード下地

ジプトン

木製巾木

１００

８０

一部　ビニル巾木 複層塗材吹付仕上

石膏ボード下地

モルタル下地

間仕切

外壁面・柱

ジプトン

ビニル巾木 １００
複層塗材吹付仕上

石膏ボード下地

モルタル下地

間仕切ケイカル板

外壁面・柱

ケイカル板

１００
ケイカル板

石膏ボード下地

ケイカル板

ＬＧＳ下地
ビニル巾木 １００

１００
モルタル金ゴテ　ＥＰ

石膏ボード下地　ＥＰ

ジプトン

浴 室

娯 楽 室

厨　　　房

会 議 室

憩いのサロン

国民年金生活相談室

警 備 室

ホ ー ル

玄　　関

床

ｔ2 ビニル床タイル

人造石研ぎ出し仕上

ビニル床タイル

コンクリート直均シ下地

ビニル床タイル

ビニル床タイル

長尺塩ビシート

タタミ

木下地（ＦＬ＋１５０）

長尺塩ビシート

モルタル下地

長尺塩ビシート

モルタル下地

長尺塩ビシート

モルタル下地

長尺塩ビシート

モルタル下地

長尺塩ビシート

モルタル下地

モルタル下地

モルタル下地

モルタル下地

モルタル下地

モルタル下地

ビニル床タイル

モルタル下地

男子便所

女子便所

機 械 室

物品庫

廊 下

非 常 口

便 所
長尺塩ビシート

モルタル下地
ビニル巾木

ジプトン

ＬＧＳ下地

モルタル金ゴテ　ＥＰ

石膏ボード下地　ＥＰ

長尺塩ビシート

モルタル下地
１００

モルタル金ゴテ　ＥＰ

石膏ボード下地　ＥＰ

ジプトン

長尺塩ビシート

長尺塩ビシート

モルタル下地

モルタル下地

磁器質タイル

モルタル下地

磁器質タイル

モルタル下地

ケイカル板

ケイカル板

ＬＧＳ下地

モルタル直均し仕上
モルタル刷毛引 モルタル刷毛引

ビニル床タイル

モルタル下地

コンクリート下地

石膏ボード素地 石膏ボード素地

グリストラップ

調理実習台×3

ビニル床タイル　　モルタル下地

一部　長尺塩ビシート　モルタル下地

木製巾木

１００

８０

一部　ビニル巾木

ジプトン

ＬＧＳ下地

複層塗材吹付仕上

モルタル下地　一部石膏ボード下地

モルタル金ゴテ

コンクリート下地

タタミ寄せ

木製巾木

１００

８０

一部　ビニル巾木

複層塗材吹付仕上

モルタル下地

複層塗材吹付仕上

モルタル下地

長尺塩ビシート
８０

ビニルクロス張り

モルタル下地

コンクリート下地　ＥＰ

ＥＶ廻り　ジプトン
談 話 室

集 会 室

ステージ

器具庫

廊 下

非 常 口

既存ビニル床タイルの上重ね貼り

長尺塩ビシート

既存ビニル床タイルの上重ね貼り
８０

腰　モルタル下地　塗装

壁　有効ベニヤ　ＥＰ ＬＧＳ下地

有効ベニヤ　ＥＰ（波形天井）

フローリング
８０

８０

８０

８０

木製巾木

木製巾木

木製巾木

木製巾木

木製巾木

木製巾木

ビニルクロス

石膏ボード下地　鋼製下地

ベニヤ

モルタル仕上

モルタル金ゴテ

フローリング

フローリング

長尺塩ビシート

長尺塩ビシート

モルタル金ゴテ下地

モルタル金ゴテ下地

長尺塩ビシート

既存ビニル床タイルの上重ね貼り

モルタル金ゴテ

コンクリート下地

モルタル金ゴテ

コンクリート下地

複層塗材吹付 有効ベニヤ　ＥＰ

ＬＧＳ下地

モルタル　ＥＰ

コンクリート下地

モルタル下地

75角磁器質タイル

75角磁器質タイル

モルタル下地

モルタル下地

モルタル刷毛引

コンクリート下地

モルタル仕上

コンクリート下地

コンクリート下地

モルタル仕上

コンクリート下地

ベニヤ　ＥＰ

鋼製下地

ベニヤ　ＥＰ

鋼製下地

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

化粧ケイカル板

化粧ケイカル板

小屋裏倉庫
モルタル金ゴテ

コンクリート下地

男子手洗所

女子手洗所

コンクリート下地 コンクリート下地

モルタル刷毛引 モルタル刷毛引

木製階段

トイレブース

トイレブース

トイレブース

トイレブース

ユニットバス2500×1700型

コンクリート打放シ補修

長尺カラー鉄板　亙棒葺

（屋上部）

破風・鼻隠　長尺カラー鉄板　加工

窓：ス チール（一部　ア ルミ製　引違い窓）

出入口 ：アルミ製　両引 き自動ドア

他の出 入口：スチール　 ＳＯＰ

消火ポ ンプ室：アルミ製 両開フラッシュ戸

軒天：ケ イ酸カルシ ウム板　 ＥＰ

・キ ュービクル　基礎（ コンクリート製）

・ア プローチ　アスファ ルト舗装t30

・外 灯×2

・地 下オイルタンク(10KL）

・地 下オイルタンク(1.9KL）

・縁 石　コンクリートブ ロックW=150　 L=600型

・ポ ーチ　平板敷ブロッ ク　300× 300型

・ス チール製ネットフェ ンスH=1.8m

梯子型タ ラップ：ス チール製 （南外壁 面）

屋 　　　根・屋　　 　上 窓  ・  出  入 口 其　 ノ　他

アスファルト防水層の上　シンダーコンクリート

埋込型タ ラップ：ス チール製 （南外壁 面）

埋込型タ ラップ：ス チール製 （煙突）

（一般部）

ボーダータ イル

コンクリー ト打放シ補 修　塗装

二丁掛タイ ル

（一部　北 ・東面１階 ）

木製階段×2

西面　木製吸音ルーバー30×100@100

（一部　北 面窓下）

風除室　同上

・樹 木　幹周 13㎝×3　　幹 周　27㎝× 2

・油 タンク(950リットル ）
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長尺カラー鉄板葺き

笠木　長尺カラー鉄板加工

笠木
長尺カラー鉄板加工

タラップ（スチール）

埋込みタラップ
（スチール）

煙突　コンクリート製

屋上　アスファルト防水

屋上　アスファルト防水 屋上　アスファルト防水
シンダーコンクリート シンダーコンクリート

シンダーコンクリート
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煙道：ＲＣ
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